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JR北海道八雲駅からのお知らせ
営業時間が変更となります

◎みどりの窓口・改札営業時間　⇒　8時10分～16時10分

◎窓口営業時間外は、多機能で便利な「話せる券売機」をご利用下さい。
　オペレーターがご案内いたします　⇒　対応時間6時45分～22時00分

※なお12時00分～13時00分は、みどりの窓口でのきっぷの発売は行っておりません。
　また、その他の時間も他の業務により、きっぷの発売を一時中断する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※八雲駅パーク&トレイン駐車場では、営業時間外のご利用方法も変更となります。
　詳細はご予約の際に駅係員へおたずねください。

◎八雲駅では、函館本線新函館北斗～熱郛（ねっぷ）間の開通120周年記念入場券を7月31日まで期間限定で
　発売しております。ご来駅の際は、ぜひお買い求めください!

問い合わせ先
JR北海道八雲駅　　　　　　☎0137-63-2540
JR北海道電話案内センター　☎011-222-7111【応対時間6:30～22:00まで】

令和６年７月１日(月）より
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適 用 要 件
下記の(ア)または(イ)に該当する世帯であり、①～④の条件

をすべて満たす方が対象です。
（ア）満65歳以上の高齢者世帯、母子および父子世帯など
（イ）�世帯主が重度身体（２級以上）・心身（Ａ判定）・精神

（１級）障がい者である世帯

　①水道料金・下水道使用料等に滞納がない。
　②�八雲町特定滞納者に対する行政サービスの制限を受けてい

ない。
　③当該年度の町民税について世帯員すべてが非課税である。
　④世帯の収入額が限度額以内である。

【世帯状況により、前年の収入に対し限度額が適用されます】
　世帯状況による収入限度額例（参考）
　・65歳単身世帯　収入限度額　 90万円
　・65歳夫婦世帯　収入限度額　141万円
【注意】
　※�収入には、税法上非課税となっている障害年金などの収入

や、収入限度額の1.2倍を超える預貯金、仕送りなども収
入に含め計算されます。

　※適用例以外については、お問い合わせください。
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